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粗大ごみの収集方法が変わります�

○ 粗大ごみ収集が８月から戸別収集（無料）になります。

ごみ置場から道路にごみがはみ出し、交通に支障を来す
場合や、分別ができていないもの、排出禁止物などの不法
投棄が後を絶たないため、従来の収集方法を廃止して、直
接自宅前まで収集に伺う方法に変更します。

○ １回５品目まで申込みができます。

松前校区は７月１８日（月）、北伊予・岡田校区は８月１日（月）から申込受付けを開始します。

○ 詳しくは７月号の広報まさきと一緒に「平成１７年度粗大ごみ申込期間カレン
ダー」を配布しますのでそちらをご覧ください。
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〈収集の対象となる古着・古布類の例〉
○ 衣服 ○ 毛糸の衣類
○ タオル ○ 毛布
○ 敷布 ○ カーテン
○ 和服、帯
○ 合成繊維の衣類（綿入りの衣類は、可燃ごみ）

毎月第２火曜日に古着・古布類の分別収

集が始まります。ご協力をお願いします。

収集日の朝７時までに決められた場所へ、

無色（透明または白の半透明）の袋に入れ

て出してください。

１月の松前町１世帯あたりのごみ排出量

（１月末現在 １２，０６４世帯 ３１，５５７人）
家庭から出るごみの量を意識し、ごみを減らす生活にご協力ください。

次の粗大ごみの日は

４月１７日
（日）です。

地域で決められた場所に午前７時
までに出しましょう。
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収 集 方 法

従来どおりごみ置場での収集

戸別収集（自宅前）

収 集 日

毎月第３日曜日

はがきで申し込み、町が指定する日
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